
宿泊事業開業セミナー開催のご案内

【第１部】＜奈良県の宿泊事業＞
宿泊事業の傾向や現状を解説するほか、外国人観光客へのおもてなしや注意するべき
ことなどについて解説します。

【第４部】＜事例発表＞
宿泊事業を営んでいる方を招いて発表いただき、より良い宿泊施設が増えるよう、
参加者によるグループワークを予定しています。

【第２部】＜住宅宿泊事業法について＞
奈良県で住宅宿泊事業を行う場合、保健所への届出が必要です。
旅館業法との違いや実際の手続き、営業するうえでの注意事項などを解説します。

日程日程日程日程

令和２年２月６日令和２年２月６日令和２年２月６日令和２年２月６日((((木）木）木）木）13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00((((予定予定予定予定))))

会場会場会場会場

奈良県橿原総合庁舎奈良県橿原総合庁舎奈良県橿原総合庁舎奈良県橿原総合庁舎 １０１１０１１０１１０１会議室会議室会議室会議室

（奈良県橿原市常盤町６０５－５）（奈良県橿原市常盤町６０５－５）（奈良県橿原市常盤町６０５－５）（奈良県橿原市常盤町６０５－５）

参加参加参加参加

無料無料無料無料

開催内容
※駐車場に限りがありますので、公共の交通機関でご来場ください。

【第３部】＜旅館業法について＞
奈良県で旅館業を行う場合、保健所への許可申請が必要です。
実際の手続きや営業するうえで注意が必要な事項などを解説します。

奈良県の条例等に基づきお話しします。奈良市域で適用される条例等とは異なりますので、
ご参加にあたってはご注意ください。

【申込方法】ＦＡＸ 又は E-mail
E-mail：narakanko@office.pref.nara.lg.jp
F  A  X：０７４２−２７−１０６５

※裏面の申込書をご利用ください。
【申込締切】令和元年２月３日（月）

※会場の都合により、定員は５０名とし、
申込書の先着順に受付いたします。

奈良県観光局 インバウンド・宿泊戦略室
TEL：０７４２−２７−８４３５

※内容は変更となる場合があります。

（受付：（受付：（受付：（受付：12:3012:3012:3012:30～）～）～）～）

令和２年２月６日(木)



お申込み
【申込方法】申込先宛てにＦＡＸ又はE-mailにより申込書を送付してください。

※会場の都合により、定員は５０名とし、申込書の先着順に受付いたします。
参加いただけない場合、別途連絡します。

【申込締切】令和２年２月３日（月）
【申 込 先】奈良県観光局インバウンド・宿泊戦略室 宿泊力向上係

TEL：０７４２−２７−８４３５ E-mail：narakanko@office.pref.nara.lg.jp
FAX：０７４２−２７−１０６５

宿泊事業開業セミナー申込書

（氏名）

（住所）

（電話番号） （ＦＡＸ番号）

（E-mail）

（該当する方に○を付けてください。）
宿泊施設開業に興味がある・宿泊施設を開業している

（施設名： ）

開 催 日：令和２年２月６日（木）１３：００〜
会 場：奈良県橿原総合庁舎 １０１会議室

奈良県橿原市常盤町６０５−５
申込締切：令和２年２月３日（月）
送 付 先 FAX  ：０７４２−２７−１０６５

E-mail：narakanko@office.pref.nara.lg.jp


